
 

 

契約変更、工期延長理由書 

神戸市 

工 事 名 新有馬トンネル補修工事 

【契約変更後の工事概要】 

設計書記載の通り 

 

【契約変更後の工期】 

 令和7年7月23日 ～ 令和8年1月30日  

 

 

【契約変更の理由】 

１ 浮きの叩き落しを実施したところ、覆工（スパン 1、スパン 5）のひび割れから漏

水が確認されたため導水対策工（導水樋工、止水注入工）が増工となる。 

２ 既設導水樋を撤去したところ、覆工の上半・下半の継目部分（縦断方向）に想定

以上の浮きが確認されたことから剥落対策工（FRP メッシュ工）が増工となる。 

３ 本工事では、覆工に炭素繊維シートを設置するため、照明器具・配線の一時撤去

（移設）・復旧工を実施する必要がある。トンネル内照明については ESCO 事業を

導入しているため、当初、ESCO 事業者にて撤去・復旧作業する予定であったが、

工事契約後に再度 ESCO 事業者と調整した結果、本工事内で実施することになった

ため、アンカー工、配線工が増工となる。 

４ 過年度に施工されていた覆工の鉄板部を撤去したところ、大きなクラックが発生

していることが判明したため、導水機能付の剥落防止シートの設置が増工となる

。 

 

【工期延長の理由】 

１ 覆工へ炭素繊維シートを設置するための照明器具・配線の一時撤去にあたり

、移設位置及び電気配線の接続方法等の ESCO 事業者との調整に時間を要した

。これにより、６３日の工期延長を要する。 

 


